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「 子ども会議準備乱 活動開始 ！！
丸 山 奏 子 （川崎市子 ども会議準備会委員、中 2 ）

「子 ども会議準 備会」 は今年 の6 月 に活 動 し始 め ま した 。2 0 0 1

年4 月 1日か ら施行 されて いる 「川 崎市子 どもの権 利 に関する条 例」

の中で定められている「子ども会議」を作るための会です。大人が

「子 ども会議」 を作 って しま うと子 どもの意 見が 聞 けな いので 、大

人 と子どもが一緒 に 「子 ども会議」 を作 ってい こうと して います。

「子 ども会議 準備会」 にはた くさん の子 ども達が 応募 して委員 と

な りました。（現在小学生 2 2 人、中学生 1 9 人、高校生な ど9 人）

最初はみんな何をするのかわからない状態なので、まずは委員同士

が ゲームな どで仲良 くなる ことか ら始 め 、そ の後み んなで 「川崎市

子 どもの権利 に関す る条例」 につ いて学 びま した。 それ は委員の 子

ど も達 の中 にその条例 を知 らな い子がた くさんいたか らです。

そ して 「子ども会 議」 について の話 し合 いが始 ま りま した。話 し

合 いと言 っても最 初か ら具 体的な こと を話 し合 っていたわ けで はあ

りません 。「子 ども会議 」作 りは 本当 に白紙 の状 態だ ったの で まず

はイ メージをだ す ことか ら始 まりま した。

【子 ども達が 出 した イメー ジ】

○子 どもだけで な く大人 も参加で きる

○た くさんの子 どもの意見 を取 り入 れ られる

○学校の先生達と交流してみたい

初め はこんな風 にイ メージも あやふ やで、 しっか りとは まとま っ

ていませ んで した が会 を重 ねる ごとに子 ども達の イメー ジも どん ど

ん膨 らみ「子 ども会 議」の具体 的なイ メー ジが次々 に出てき ま した。

例えば子 ども会 議の委 員にな れる対 象です 。 これ は とて も難 しい問

題で意 見も様々 にわかれ ま した。

【子ども達が考えた対象】

○小学校3 年生～高校3 年生

○小学校 1年生～大学生

○小学校 3 年生～ 1 7 歳 （この 他 にも多数意見 があ りま した）

【上の対象に対する子ども達の意見】

○小3 ～高3 では小 1・ 2 が仲間はずれみたいだ

○小3 く らいか らしっか り意見 が言え るよ うになる

○大学生 が話す ことは小 1 にはわか らないの ではない か

この問王題について は今も話 し合 って います。

この よ うに一 つの事 について子 ども達 か らはた くさんの意 見が 出

されます。そこで5 ・ 6 人のグループにわかれそれぞれのグループ

ごとに違 う議題 を話 し合 うこ とに しま した。 グルー プご とにわかれ

れば一人 一人か らよ りた くさんの 意見 が聞け 、同時 にた くさんの議

5 講が話せる か らです。

【グループごとの議題】

○広報一 「子 ども会議」 をどの ように知 っても らうのか

○形式一「子ども会議」をどのような仕組みにするのか

○場所・ 人数一何人 くらいで、 どこでやるの か

今 「子 ども会 議準備 会」 では この よ うにグルー プで話 し合 った後

その 話 し合 った こ とを発 表 します。 もちろん この 時、質 問を とりま

すが子どもか らだ けでな く大 人も 自由に発言 します 。

大 人の人達 は子 ども達 が グル ー プごと に話 し合 いを している時 は
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サポー ター の よ うな感 じで直 接 意見 を言 うこ とは あま りあ りませ

ん。 子ども達 の周 りにい て子 ども達か らの質 問に答え た りして くれ

ます 。子 ども達 の イメー ジ・ 意見 の中 には実際 は不可能 な ことも出

てくるの でそ うい うときにア ドバイスす るわけで す。

秋 に入 り、「子 ども会 議」 のイ メー ジが だんだ ん固 ま ってき たの

です が秋 と言 えば文化 祭・ そ して テス ト。いつ も会 議を 引 っ張 って

くれて いた高校 生が抜 けて しまい ます。／」ト 中学 生も メンバー が入

れ替 わ り立ち替 わ りなので 前回決 ま った ことを また話 し合 って しま

う、 とい うことも珍 しくあ りません 。 しか し普段高 校生 に圧 倒さ れ

て意見 が言えな いよ うな小 さい子 もこんな 時は意見 が言え るので私

は悪 い ことだ とは思 いま せん。「子 ども会 議準 備会」 はよ り多 くの

子どもの意見 を取 り入れるた めに作 られたわ けですか ら。

これ まで の文 を見 て 「な んだ 。全然 決 ま って いな い じやな いか」

と思 う人 もいる かも しれ ません 。確 か に今の段 階で は しっか り した

案と は言 えま せん が イメ ー ジは確 実 に具 体 的な 方 向に進 ん で いま

す。子 ども達は 自分 達の力 で 「子 ども会 議」 を作 り上 げてい る途中

なのです。

『子ど もに関わ るこ とを決め るとき は私 たちの 考え も大 切 に して

欲しいのです。親や先生の考えだけで一方的に話を進めないで欲し

いの です。大 人か らはまだ頼 りな く見え るか も しれま せんが私 たち

も真 剣に考 えてい ます。子 ども を大 人 よ り下の存 在 と してで はな く

一人の人間として平等に見て欲 しいのです。そのためには私たちも、

自分の考 えを はっき り言 えるよ うにな らなけれ ばな りません j

（ 1 9 9 9 年度川崎子ども集会アピール文より抜粋）

これ が私 た ちの主 張 で あ り願い で あ り、私 た ちが 目指 してい る

「 子ども会議」です。（『』内 19 9 9 年度川崎子ども集会で採択され

たア ピール文よ り抜粋・前 に移動 ）

NEW■SLETTER  N o ． 5 8 C O N T E N T S

・「子ども会議準備会」活動開始 ！！ ／ 1

・ 学校を変える～子ども参加の学校の創造 ／2・ 3

子ども 参カロを支援 する おとな たちへ

～ よ りよいサ ポー トのため の ヒン ト～ く2 〉 ／ 4

・「子 ど もの権利 条約 フ ォラム in i伝おも り」だ よ り ／ 5

・『子どもの権利と参加』 ／5
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学 校 を 変 え る ～子 ども参カロの学校の創造～

伊 藤 義 明 （北海道幕別町立札内北小学校）

★な ぜ 学 校 を変 え よ う と した の か

私が札 内北小学校 に来 て から様 々 な機会 を通 して、子 どもの学校 につ いて考 え、同僚 と話 して きた。い ろいろな経緯 は あ

ったが、最終的には、「学 校 は子 どもの もの で あ る。」「子 どもに返 してい く。子 どもの権 利 を守 る学 校」

その ため には 、 ○子 ども に返す部 分 を教師側 が決 め、部分 的 に返 してい く

○力 がつ いた らその力 に応 じて 、返 してい く

く｝ これに対 し

＜ ＝

この方 法・考 え

方で は、何 も変

わって いか ない

○子 どもの持 つ権利 は 、何 かで きたと きの褒 美 では ない

○学校 その ものの 、教職 員の意 識 そのもの が変 わ らなければ 、何 も変わ ってい か ない

○児童 会 を中心 と しつつ も教育 活動全 体 にこの考 え方 がな ければ 、学 校 を変 える ことには な らない

本校の め ざす学校像

ゆと りが あ っ て、 わ か る 授業 ・ 楽 しい 学校

「 共生 と連帯」 の学校

人権 が大切 にされ る学校
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こ う した考 え方 の も と、学 校 その もの の あ り方 を考 え 、学校 を変 え てい こ うとす る取 り

組みが、札内北小学校で始 まった。

★変わってきた学校

学 校 を変 える 取 り組 み

を始め て 2 年 目を む か え

ている 。試 行錯 誤 を繰 り

返しな が ら、子 ど も と一

緒に悩み 考 え、話 し合 い

なが ら行 ってきた。

そ の中 で もも っとも顕

著にこの 取 り組 みの 形 が

現れ てい る もの の一 つ と

虹

書記局が運動会の全体を仕切る

て、児童の行事創造の流れがある。

子 ど もの権 利 条 約 第58 号・ 200 1年 10 月20 日号

《児童の行事創造の流れ 一一運動会を例に一－≫

まず 、児 童会の 書記局 が原案 を作る。 そ して、 その原案 を

各学級の意見は代表委員会で、職員の意見は児童職員会議で

吸い上 げる。その後 原案 を作 りな お して児 童会総会 で提案 す

る。総会で提案された最終案に納得がいかない場合は児童会

総会で直接 質問す る ことになる。書 記局の ほ うで判 断に 困れ

ば、その場でみんなの意見を再度聞いた上で判断、了解を得

られれば決 定とい うこと にな る。

『自分た ちの手で つ くりあ げる・先生た ちの手 をか りな い』

これが 、書記 局 が最初 に提案 してきた 運動会 の 目標で ある 。

頼も しさ を感 じる と同時に、ち ょっとさみ しか った。



『寂 しい ことを言 わ な

いで 、先生 た ちも運 動 会

を作 り上 げる一 員 と して

参加 させて くれ』

最 終 的 には この声 は受

け入れ られ たが 、書 記 局

の最 終提 案 に至 る まで に

は、何度か、告学級の意

見によ り変更 が カロえ られ

ている 。大 きな と ころ で

グラウ ン ド の 中は 、種 目の補 助 も含

めて子 どもた ちの場所

は、最 初 「今年の運 動会 は縦 割 り王圧対 抗で行 いたい」 とい う

書記局の原案であ ったが、各学級の大反対にあい、前年と同

じく紅 白対抗とな った。

こんな話 し合 いもあ った 。徒競 走の プ ログラム につ いて 、

書記 局案 は、最 初に4 年 生 、次 に2 年生 とい うもの 。 これに

対して 出発実行委員 か ら、

「4 年生 （1 0 0 m ）の後に 1、 2 年生 （8 0 m ）、その後に

また 1 0 0 m だ とスタ ー ト位 置 を動 かす 回数 が増 えて 効率 が

悪い」 とい う異 論。 それ に対 して 、児 童実 行委 員 は、「4 年

生が並 んで、競 技を行 ってい る問 に、次の 2 年生 を並 ばせ て

おいた ほうがいい」 と反論 。話 し合いの結 果、書記 局案を と

ることに した。このよ うに運 動会実施 案が決定 してい く。

実行 委昌の 組織 づ くりも児童会 総会 の 中で や って しまう。

基本 的 にや って みた い委

員に な る こ と が で き る

が、行事 を・つ くる に当た

つて支 障が ない か ど うか

判断 し、全 体の 偏 りを見

て、自 ら他 の実 行委 異 に

移る 児童 も 出て くる 。実

行委 員が 決 まる と、 そ の

後教職員が主導とな って

行うの は 、基 本的 に特 別

高学年 を中 ′むに子 どもの 手 で行 辛 が
つく ら れ て い く

日課 の作成の みであ る。練習・種 目の内容 も含めて後 片づけ

終了 まで、すべ て子 どもの 手 による運動会 となる。運動会 は

練習 か ら 当 日 終 わ る ま

で、基 本的 に グラ ウ ン ド

の中 Iこ職 員 の 姿 は な い 。

各実行委員会の仕事の内

容、実行委員間の連携な

ど、至 ると ころ で 「打ち

合わ せ」「話 し合 い 」 が

行わ れ てい て、 その 決定

事項 の もと に子 ども たち

は主 体 的 に活 動 し て い

何か良い 案 はない か と相 談 す る児童

る。子 どもた ちが 「運動会 は 自分 たちの もの」 とと らえ、主

体的に生き生 きと取 り組 んでいる 。すべ ての行事が このよ う

に行われている。

《日常の活動の中で 》

今 まであ った 、教 職員 の下請的組 織であ る専門委員会 をな

くし、子ども 自 らが、 自分 たちの学校 生活 に必 要な活動 を要

望し作 り上げ る日常活動王粧を組織 した。子 どもたちの 計画 と

工夫の中で活動 が進め られ てい く。 自分たち の仕事 にや りが

いを感 じて活動 してい る様子が うかが える。ある 時、体育館

のボール の後片 づけがな かなかで きな いことがあ った。今ま

でであ れば、教 師側か ら厳 しく指導 した り、も っ．と厳 しくな

れば使用 禁止な どとな ることもあ ったが 、自分たちの生 活を

見直 して、必要 な王圧を作 ってい こうとす る子どもたちの 要望

によ って 、体育館の 決ま り事 を担当す る王児がで きているため 、

その王粧で考えた ところ、 いろいろな 意見が 出され、真剣 に話

し合い が行われた 。そん な中、最終 的 には、ボールを しまう

かごを体育 館の 出口の近 くにおいて お こう、とい うことにな

つた。そ の結果 、見違え るよ うにボールが片 づ くよ うにな っ

た。よ く考えつ いたな と感心 したが 、それ を担 当 した王促の 王艦

長日 く、それで もタメだ 、何がタ メかとい うと、本当 は決 ま

りも何 にもな くフ リー に したい。その フ リーの 状態でち やん

とできて こそ本物だ 。子 どもの言 葉か らそ れがでたの である。

自分たち でいろい ろ工夫 し、何 とか しよ うとみんなで話 し合

つて、 自分 たちの決定 に基 づいてや ってきた子 どもたちで な

ければ、 こんな言葉 は出て こな いだろ うと感 動 した。

～結 びにか えて～ 「学校 を変 える」 の根 っこ

そ もそも この取 り組 みは、 ゆと りが あ り、子 ども参加がで

きる場 へ と学校 の変革 をめざ して行 ってきたもの である。わ

たしたち は、実質 2 年間の 中で 、 自分 たちの意 識を変 え、 シ

ステム を変え 、『子 ども にと って真 に必要 な学校 の姿』 を探

して きた。

書 いてきた ことでもわ かる ように学校総 体を トー タルで変

えて い くため には、多 くの視点 、要素が求 め られ ることにな

る。 しか し、そ の根底 に流れる考 え方はた だ一つであ り、そ

：n は、 ≪子 ども と教 師の関係 の改善≫ である。

従来 の教師 は教 える （指 導す る）もの 、子 どもは教 え られ

る（指導 される ）もの とい う考え方 を見つめ直 し、意識 改革

を行 ってい くことがわた したち に課 せ られ た最重要課題 であ

つた 。

今、わた したち は前に出 て引 っ張 ってい くか後ろで押 しだ

してや らせ るか とい う立場か ら「隣 に寄 り添い、一緒 に考え、

一緒に歩む」存 在へ と近 づきつつ ある。

この考 え方が学校全 体に息 づいて いる ことが 、部分で はな

く、学校その ものを変え てい くことがで きる力とな って いる。

逆に言え ば、部分で はな く学校 全体 を変えてい くことを考 え

なければ 、 ≪関係の改 善をな し得な い≫とも言 える。 この取

り組 みは、子 どもの権 利条約の 尊重 とよ く似て いる。一部分

の権 利だ けを尊重す るので は、権 利の主 体者 と して の子 ども

の存 在、あ るいは 「子 どもの権利 条約」 そのもの を尊重する

こととはな らない。子 どもの権 利全般 を尊重 し、子 どもを認

めて い くことが、大人 と子 どもの 関係を変え いくこと とな る。

学校 を変 えてい くことと 「子 どもの権利 条約」 を尊 重 して

いくことは、同 じ根 っこを持 って いると考え る。

まだ まだい くつもの課題 を抱え ては いるが、少な くともわ

たした ちは、そ の根 っこを捉 える ことができた と感 じている 。

子ど もの権 利条 約 第 58号・ 200 1年 10 月20 日号

』
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子ども参加を支援するおとなたちへ

～よ りよいサ ポー トのための ヒン ト～ く2 〉

山 本 克

「子 ども参 カロ」の 実現 には継続的 な活動 を展開 する ことが必要 で

あり、そ こには子 どもに向 き合 う際 のス タンス を明確 に したお とな

組織 の存 在が必 要 であ る ことは前 回述 べた 。ま ずは 「子 ども参カロ」

の実現への体制が整ったのである。議会ジュニア（滋賀県近三工八幡

市、ハ ー トラ ン ドはちまん 議会 ジュニア） では、 どち らかとい うと

体制づ く りよ りも、 試行錯 誤によ って体制 が整 った といえ る。 とり

あえず や って みる ことで あ った 。その中で 、サポー ター と しての子

どもた ち との 関わ り方、行i改とのパ ー トナ ーシ ップ等、見 えてき た

ものが多い。私たち’■子どもの活動を支援するおとな’’（以下、サポ

ーター ）は まさ に援 助者 であ り、活 動で 目指 して いるもの は議会 ジ

ュニ アとい うクリレー プを活用 した個人 の成長 である 。そ してさ らに

は子どもたちを中心として、地域社会の課題発見や問題解決といっ

たゴール に向 か って いる とも いえる。 つま りサ ポー ターは グルー プ

ワー クの達人 である ことが理想 なので ある。今 回 はグルー プワー ク

のプ ロセス とい う視点 か ら、 よ りよ いサポー トのた めの ヒン トを考

えてみたい。

ヒン ト4 ．目的 と目標を明確 にする

現在、「子ども参加」の実現あるいは、様々なね らいを持つて活

動を展開しているグループについては、今一度’■活動”を点検するこ

とをお すすめ したい。 特に長 い歴史の ある グル ー プは、ね らいを見

失って いる恐 れ がある 。”目的 －’とは活動 を導 く指針 であ る。議 会 ジ

ュニアで いえ ば、子 どもの社会 参画 システム をつ くる、実践 する こ

とであ る。 もち ろん’I子 ども”の存 在を ないが しろ に して はな らな い

が、サ ポーター と して の指針 を明確 に し、共通 理解 してお く必 要が

ある。 ●■目標叩と は、 目的達成 のた めの具体 的な 道標 であ る。そ れは

子どもたちが気兼ねなく意見表明できる機会の提供や、おとなとの

交流の機会、社会への参カロの機会を設けること等の具体的な内容と

考え られ る。活動 を継続 して実施 する とい うことは、大 きな ゴール

（ 目的） を 目指 し、小 さな ゴール （目標 ） を連続 して通 過す る とい

うことであ り、明確 なミ ッシ ョンを柱 とする ことが重要で あろ う。

ヒン ト5 ．プロセスをデザイ ンする

子どもの活動において継続性が重要であることは、前号でも述べ

た。議会 ジュニアの 活動で は、ま ず年間の 活動 をデザイ ンする。 つ

まりは、連 続 した■’目的 ’’をいか に配列 する かを考 える のであ る。単

発の イベ ン トを連続 しても 、その学習 効果 は期待で きない 。ひ とつ

ひとつの活動 につな が りを もたせる ことが重 要で ある。現在 、議会

ジュニアと ともに 、滋賀県 で実施 して いる子 ども県 議会”2 1世 紀淡

さ毎（おうみ）子ども未来会議’■では、年間の 目標を年度末の一子 ども

県議会’■（県の担当者を回答者とした本議会）開催とし、それまで

ぱ
間に県内 6 ケ所での地域会議（子どもによる調査活動）を行っ

子ど もの権 利 条約 第 58号 ・ 200 1年 10 月20 日号

彦（聖泉短期大学講師、生涯学習研究所S O U P 代表）

ている。この 6 ケ所は滋賀県の地域振興局が配置されている地域で

あり、地域振興局スタッフの協力を得て、それぞれの地域で「水」

や 「交通」、「ユ ニバー サル デザイ ン」 等 をテー マに フィール ドワー

クを実施 して いる。各 地域会 議は、 子ども たち が体験 を通 して地域

の課 題 をみつ ける ことを目標 と し、そ こで得 た もの を県 議会で提 言

してい くとい う流れを つ くって いる。 プロセ スを デザイ ンする とい

う ことは、継 続的 にt■何を する が ’とい う内容 的側 面だ けで な く、 そ

れ らが ■どの よ うにつなが ってい るが ■、活 動を通 して川子 どもたち が

どの よ うに感 じと ってい くが ’とい う関係的側 面を考 え、 1年間 （あ

るいは も っと中 期的、 長期的 サイ クル ）を組 み立て る ことなので あ

る。

ヒン ト6 ．プログラムをデザインす る

ここで い うプ ログラ ムは 目標 を達成 するた めの具 体的な 活動の配

列 や しか けでi転る。わ か りやす く言え ば、運動 会の プロ グラムの よ

うに、開会式 があ り、学年 別の個 人種 目があ り、保護 者参加 の種 目

や学年全体種目があって、全校生徒の種目がある…といったもので

ある。議会 ジュニ アでは 、このひ とつ ひとつの 種 目にあた る活動 を

アクテ ィビテ ィ と呼 びそ の 日の活 動 全体 を プロ グ ラム と呼 ん でい

る。 つま り、プ ログラムは 、い くつ かの アクテ ィ ビテ ィを効果 的 に

配列 したもの で あ り、そ こに は子 ども に対 する 動機 づ けを含 む ■’し

か け■’を考 慮 してい る。 お となが プ ログ ラム を作 る時 には 、 とか く

メ イン となる ア クテ ィビテ ィだけ に意識 が かた よ りがち であ るが 、

メイ ンとす るア クテ ィビテ ィにつ な ぐ動機 づ けの ための ア クテ ィビ

テ ィや、体験 した ことを 日常の意識 や行動 につな ぐた めのふ りかえ

りの アクテ ィビテ ィ等が重 要なの である 。議会 ジュニ アでは、 毎年

末 にユニセ フの 街頭募 金 を実施 して いる。 ”街 頭募金 叩とい うプ ログ

ラム はメイ ンのア クテ ィビテ ィで あるが 、駅前 やスーパ ーヘ 出かけ

る前 に、学習 のア クテ ィビテ ィを実 施す る。た とえば 、ユニ セフか

ら提供 さ れた ■’強 制労働 を して いる 子 ども■－の写 真 を 1枚 、子 ど もた

ち に提示 す る。「何 の風 景 だろ う」 とい うこ とを みん な で考 え る。

様々な意見があがる。もちろんそこでは正解や模範解答を求めない。

場 面 を と らえ、 感 じた ま まを 自分 の吉 葉で 表 現 して も ら う。次 に

「なぜこのような状況なのか」を考えてみる。写真の子ども様子か

らその背 景を予測 してみ る。そ こでや っと、写真の 現実 をサポー タ

ーが解説 する。 な らば 、私たち にでき る ことは何か …い くつかの手

段はあるが、そのひとつが街頭募金による経済的な支援なのだと理

解 できる 。 こう したア クテ ィビテ ィの 効果 は、メイ ンのア クテ ィビ

ティであ る街頭で の募金 活動 に大 き く影 響する 。それ は、子 ども 自

らが、活動 するこ との 意味を見 出 した か らである 。

さらに詳細 を述べ るな ら、 こう した アクテ ィビテ ィをどの よ うに

進行 するの か、とい うことにな るが、その 点 は次 号以降 と しよ う。



「 子 どもの権利条約 フ ォー ラム in あおも り」だよ り（PA RT 3）

宮 崎 秀 一 （青森明の星短期大学 教員）

新児童の世紀・元年ともいうべき 2 0 0 1年の「子どもの権利フォ

ーラ ム in あおも り」 まであ と 1 ケ月 とな りま した。7 月 末の実行 委

昌会で全体テーマ （「共生の森へ。こどもとおとなの自分育ち一子

ども参カロの ホ ップ・ ステ ップ ・ジ ャ ンプ ー」） が決 ま ってか らの 2

ケ月余 り、ねぶた祭の数日間を除けば、現地青森の実行委員会事務

局はフル稼働です。この間、プログラム、分科会構成、会場割当な

どについて数回の実行委員会および事務局会議をもち、その間をぬ

って プ レフ ォー ラムを開催 し、関連 企画を共 催 して きま した 。

9 月9 日、絵 本作 家の川 端誠 さん・ さ と うわき こさ んのお 二人 に

よる トー ク 「お しゃべ り絵 本館 」（共 催 ）は 、「絵 本」、「お もち や」

など子 ども文化 に関す る本 フォー ラム分科会 との 関連で 興味深 いも

ので した。川端さんは絵本が出来るまでの苦労と楽 しさを風来坊シ

リー ズの スライ ドと軽妙な話 術で包 んで語 って下さ いま した 。一方 、

私た ちが何気 な く使 ってい る、本の 「読み 聞かせ」 とい う子 どもを

一種見 下 した表現 は避 ける べき、 との指摘 にはハ ツとさ せ られ ま し

た（ちな み に、川端 さ んは「開き吉元み」と呼 んで いるそ うで す）。 さ

とうさんか らは、 ばばば あち やん シ リー ズ （我 が家で も人気）な ど

が生まれた背景や主宰されている小さな絵本美術館のことを多彩な

エピソー ドを交 えてお話 いただ きま した 。

9 月 3 0 日 には、世 田谷 チ ャイル ドライ ンの スタ ッフで児童 館職

員の澤 畑勉 さんか ら「きみの 声が ききた い－ チ ャイル ドライ ン。子

ども の 電話 か ら見 えて くるもの－ 」（第 2 回プ レフ ォー ラム ） と題

して 、当地青森 で も関心が高 ま りつつ ある チ ャイル ドラ インの理念

とシステム 、運営の実 際な どについて 講演 をいただ きま した。深刻

な悩 みを抱 える子 どもたち か ら「 ヒゲ」の愛称 で慕わ れ信頼 される人

柄が ひ しひ しと伝わ り、真 に子 ども に 「寄 り添 う」 とは どの よ うな

ことか、私 自身、子 どもの人権観 を問 い直す機 会を得 た ような気 が

します 。

1 0 月 5 日の 子 どもの虐待 ネ ッ トワー ク・あいち （C A P N A ）理事

の矢満田篤二さんによる講演 「児童虐待防止のN P O 活動から一今、

市民がしなければならないこと－」（共済企画）も、今後の具体的

な子 どもの権 利擁護 のあ り方を考 える上 で多 くの示唆 を与え られま

した 。

この あ と 1 1月 1 1 日にはプ レフ ォー ラムの仕上 げ と して、本 フ ォ

ーラ ム・テー マにつ ながる こ とを期 した トーキ ンク 「子 どもの こと

を子 どもに聴 く」（仮題 ）を予定 してい ます。

そ れで は、 多 くの 方 々 と 1 1月 2 4 日 （土 ）・2 5 日 （日） の両 日、

りん ごも魚 も人 情 も旬 （ しゆん）の 、み ちの く青 森でお会 いで きる

ことをスタ ッフ一 同楽 しみに してお ります 。

（メイン会場はJ R 青森駅前にある今話題の建物・アウガの5 階カ

タールで す。カ タカナの語 源は ご来 青の折 に ‥ ）

＊問 い合 わせ ・申 し込 み先 ネ ッ トワー ク事 務局 のほか 子 どもの

権利条 約フ ォーラム in あお も り実行 委員会 〒0 3 8 －0 0 1 5 青森

市干刈4 －4 －8 T E L ／F A X O17－732－3131E－mail：

k id s4 0 ＠a c tv ．n e ．jp ）

子どもの権利条約 フォーラム2 0 0 1 in青森

「参加のための子 ども交通費補助」今年 も行います ！！

子 どもの 権利 条約 ネ ッ トワー ク （C R C ネ ッ ト） では、 今年 もま

た、 フォーラム に参カロしたい子 どもた ちの交通 費 を応 援 します。下

記の 3 つの条 件すべ て に当て はまる方 が対象 にな りま す。多 くの方

のご応募、お待ち しています ！！（財源が限られているため全額補

助ができ ない場合 もあ ります）

条件 （1） 2 0 0 1年 1 0 月 3 1 日の 時点で C R C ネ ッ ト子 ども会 員の

方（18 歳未満・年会費 10 0 0 円）

（2 ） 申込用紙 を 1 1月 8 日（木）午後 1 0 時 までに提 出 した方

（3 ）フ ォーラム 2 0 0 1 参カロ後 に 「参カロ感想文」 を提 出する

ことが約束 でき る方

申込 用 紙 の 請 求 や 問 合 せ は 、 C R C ネ ッ ト事 務 局 、 あ る い は

j z a O 4 6 4 3 ＠n ifty．n e ．jp （「交通費補助」専用）まで

国際 人権 ブ ック レ ッ ト 8

子 どもの権利 と参加
～人権教育 を具体 化するために～

（ヒ ユー ライ ツ 大阪 、 2 0 0 1、 ￥ 10 0 0 ＋税 ）

い じめ や児童 虐待、未 成年 による犯 罪な ど子 どもたち をと りま く

課冠副こつ いて、 テ レビ・新聞等 のメ デ ィア を通 じて 盛ん に議 論され

てい ます が、そ こでは とか く、子 どもを保護 、ある いは管理 する対

象と して見 られ がちで 、子 ども自身が 自分の 意見を 表明 し、子 ども

も社会 を構成す る一昌で ある とい う認識 が非 常に弱 いとい う状況が

見うけ られます。

この よ うなl現存の考 え方を変 えて、 あ らゆ る場面 で子 どもの意見

表明、参 加が保 障され る社会 に してい くこ とが不 可欠 です。権 利を

子ども に認 めた ら、子 どもをも っとわ がまま にするだ けだ、 とい う

意見も聞 かれます が、子 ども に権 利を認 め、子 どもが 主体的 に参カロ

する ことで 、地域 や学校 が活性化 して いる例 が、この ブ ック レッ ト

に紹介 されて いるよ うに多 くあ ります。

ブ ックレ ッ トで はまず 、子 ども参加 とはどの よ うな ものか 、参カロ

の権利を保 障する にあた って注意 すべ きこと は何 か、 子ども参 カロの

有効性について等を、国際文書や子どもの権利委員会の見解を踏ま

えなが ら検討 して います。

つづい て、具体 的な子 ど も参 カ口実践 例 と して、子 ども 自 らが参加

し子どもの権利条例を制定した川崎市の実践 （巻末に資料「川崎市

子ど もの権 利条例 」 あ り）、行政 とお となを含 めた 子 どもの 工 ンパ

ワメ ン トを通 じて地域 づ くりを実現 している 近主工八幡 市、学 校現場

で子どもの意見を尊重 しながら授業を行っている箕面市の小学校の

実践、市民として責任ある意識を育てるための子どもの権利を子ど

も参加 に よ って 行 って いる イン ドの N G O ・ メル ジ ョル （M e lJ o l）

の活動、 子ども だけで行 って いる ジャーナ リズムの組 織であ るチル

ドレンズ・ エ クスプ レス東京支 局の活 動な ど、最新の 取 り組 みが紹

介されてい ます。

地域や学校、そ して社会を活性化するために、子どもの参加実践

を実 際に進 めるにあ た って 、とても参考 にな る 1冊です 。

子 どもの 権利 条 約 第5 8号・ 20 01年 10 月20 日号

』



夏彗

子どもの権利条約ネ ッ トワーク設立 10 周年記念イベン ト

2 1 世紀の子ども参加とは ！！
～子どもとおとなが共に語る～

2 0 0 1 年 1 0 月 1 3 日（土） 13 ：3 0 ～ 1 6 ：3 0 国立オリンピック記念青少年総合センター

子 どもの意見表 明を尊重 し、子 ども参加 をすすめ る活動を

してい くうえ で大 事な ことは何な のか ？おとな と子 どもが一

堂に会 し、率直な 意見交 流がなされ ま した。

■第 Ⅰ部 「お とな」か ら「子 ども」へ

第 Ⅰ部では 、子 どもの意見表 明 と参加 を大事 に しなが ら活

動を してい る5 団体 のお とな か ら、そ れぞれ 子ども とのかか

わりの 中で感 じた課題・ 失敗・大事 な ことについ てが出され

ま した 。

○子 どもの権利条 約ネ ッ トワーク・ 喜多 明人 さん

＜ むず か しい子 ども参カロ支援 ＞

子 ども参 カロをすす める活 動を行 って きた 1 0 年 、失敗 しな

がら子 ども参カロ支 援 につ いて考え てきた。子 ども参カロに理解

があ っても、お となが子 ども参カロを具 体的 にど う支援 すれば

いいの かわか らず、お とながあ らか じめ設 定 した枠 にこだわ

るあま り、結果 的 に子 どもたち を元気づ けるど ころか疲れさ

せて しま うことが あ った。

＜ プ ロセスか らの子 ども参カロが大事 ＞

子 ども参加イベ ン トをする ときには、最終 的なイベ ン トヘ

の参加だ けではな く、企画段 階か ら子 どもた ちに参カロしても

らい、 どう した ら子 どもた ちにと って も楽 しく意 味があ る活

動ができ るかを一緒 に考え てい くことが大事。子 どもが おと

なの発想 を超 え、新 しい社会 的価値 をつ くりだ してい くとこ

ろが、子 ども参カロの持 つ大 事な点 。

＜ 子ども参加支 援の専門家 ：ファシ リテ一 夕ー の必要性 ＞

子 ども参加支 援は 、普 通のお となではな かなか難 しい。子

どもたちが安心 して 自由に意見 をいえる現状 ではな いこ とを

まず理解 し、子 どもが安 心 して意 見をい えるよ うな環 境を作

り出す努力 を しなけれ ば。そ こを意識 しな が ら子 どもを支援

できるフ ァシ リテ一夕ーが 、必 要不可 欠。

○国際子 ども権利 センター・ 甲斐田方智子 さん

＜ おとなが守るべき子ども参加支援 4 原則＞

原則（玉子 ども との意 見調整 を民 主的 にす るや り方の理 解。

（ 安 易 に多数決 で決 めて しま って子 どもの 意見 をな いが しろ

にして しま った ことも。）（多大人 と子 ども の間 に現存 する力

醒係の理 解。（そ れを 理解 してい ない と、子 ど もに無理 矢理
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意見 を いわ せ る こと にも な りかね な い。）（さ（a に関連 して 、

話 し合い をす るとき のお とな の数 と子 どもの 数の 調整。（子

ども が少 ない と話 しづ らい）④子 ども ひと りひ と りとの信 頼

関係の必 要性。（子 どもひ とりひと り持 って いる経験が違 う。

子 どもそ れぞれが どんな生 活を送 ってきて権 利 につ いて どう

思 って いるかを把握 しなけれ ば支援は難 しい。）

これ らの原則 を意識せ ずにや った とき には子 どもを傷 つけ

て しま ったこともあ った。今 後同 じよ うな失 敗を しない よう

に、 この よ うな経験 を大人 の中で共 有 して いかな ければな ら

ない。

○フ リー スペ ース 「たま りば」・ 西野博之 さん

毎 日3 0 人 ほ どが出入 り して、思 い思 いの 時間 を過 ご して

いる。 この 指と まれ方式 で誰 かが仲 間に呼 びかけて やる こと

を決めてい く。

＜ 言い出 しっぺに負担 ＞

ほぼ言 い出 しっぺ が実行 に移 さね ばな らな い状況で 、言い

出 しっぺに負 担が かか る とい う課題 が ある。 言い 出 した後 、

みんなで協力 するよ うにな ればい いのだが。

＜ 子 ども との役 割分担の難 しさ ＞

特 に運 営面 で、 ど こまで子 ども がか かわる か、 が難 しい 。

（お会の問題、責任の問題）

○干 葉 チ ャイ ル ドライ ン 「子 ども電話 」（子 ど もが子 ども の

電話相談をする）・黒木裕子さん

今年 の 5 ／5 －6 にか けて4 8 時間連 続で行 われ たチ ャイル ド

ライ ンでは、子 ども ととも に活動 をする とき に大切 な ことを

改め て感 じる ことができた 。

＜ 子 どもとの活動 の中でお となも成長 ＞

チ ャイル ドラインを実施 する にあた って 、取材 が入 って い

た。宣伝 したい とい うお とな考え で、子 どもに相談 する前 に

メデ ィアの 取材 を受 けて しまい、相談 員の子 どもた ちが休憩

中にぶ しつけ に取材 をされ るな ど して、子 どもを傷 つけて し

まうことにな った 。さまざ まな失敗 をする 中で、そ の都度子

どもたち に謝 りなが ら、おとな も成長 してい く。

○世 田谷 プレイパー ク・天 野秀明 さん

自分の責任 で自由 に遊 べる 、子 どもが 主役の遊 び場 づ くり

をしてい る。 プ レイ リー ダー （2 0 歳 以上 ）が置 か れて いる



が、基本 的に子 どもの遊びの 指導者 にはな らない。子 どもだ

けだか ら成 り立つ楽 しい遊びが た くさんあ る。

＜ いか に自由を経験 してきて いるかが 、責任の 自覚・ 自律 に

つながる ＞

子 ども に社 会 シス テム上 の 責 任 を負 え とい うの は無 理 だ

が、子 どもが本 当に 自分 がや りたい ことを自分で決 めて やっ

ている とき、子 ど も自身 にきち ん と責任 の 自覚 は ある もの。

子ども にも負え る 、「権 利 と して の責任 」 がある 。責任 は 自

分の中 にあ って 自 ら負 うべ きもの であ り、と らせる もので は

ない。相手 に責任 を とらせる とい う考え方 が相手の 自由を奪

つてい く。今ま で社会 システム上 の責任 とご っち ゃに扱われ

てきた。責 任が とれない か ら、 とい って 自由を奪い 、結果的

に子 ども 自身が 自覚 して負 える責任 す らも奪 い、子 どもが 自

律する機会 を逸 している。子 どもが どれだ け自由を経験 して

きてい るか、が どれだ け責任を持 てる ようになる か、であ る。

－○ ○ ○－

第 Ⅱ部 では各 団体の子 ども・若 者 に、活動 をは じめた き っ

かけや、 おとな との 活動を通 しての感 想や いいたい ことを聞

き、その後第 Ⅲ部でお となを交え た意見交 換を行 いま した。

■第 Ⅱ部 「子 ども」か ら

「お とな」へ （抜粋）

＜ 活動を続ける理由＞

・ 楽 しい か ら。 活 動 と改 ま ってい うほ ど意識 して い な い。

た だそ こに友達 が 多 くい て、学 校 よ りも異 年代 との 交流

がで きる か ら。気 持ち をわか つて くれる おとな がいた り、

相談 して くる小学 生が いた りで楽 しいか ら。（石塚裕 太さ

ん、せ たがや プ レイパー ク）

・ 居心 地 が い いか ら。そ こに いる 人 た ちが い い人 だ か ら。

（S ・ H さん 、干葉チ ャイル ドライ ン 「子 ども電話」）

＜ 活動 す るにあた って、ど こか ら情 報を得 たか ＞

・ 親 か らの情報 提供 。（友 兼大輔 さん 、フ リー スペ ース 「た

ま りば 」）

・ ドキ ュ メン ト番組 か ら。今 は イ ンター ネ ッ トが普及 して

いるの で、情報 を得 るにあた っての 地域差 はな い と思 う。

た だ し活動場所 は都市 の方が圧 倒的 に多 い。（武 田久美 さ

ん 、国際子 ども権利セ ンター）

＜ お とながまだ まだだ、 と思 うの はどんな とき ？＞

・ 何 かの 問題 につ い て話 し合 うとき 、子 ども の意 見 をもの

す ご くあ りがた が る不 自然 さ。 それ は それ で対 等 に見 ら

れて いない と思 う。（山田 奈津帆 さん 、子 どもの権利 条約

ネ ッ トワ ー ク ）

l 第 Ⅲ部 「子 ども」と

「おとな」のシンポジウム

＜ 子 どもの参 カロがわが まま にな らず 、責 任あ る参 加にな るに

は子 ども・ おとなは何 に気をつ けなけれ ばな らない か ？＞

・ わ が まま でな い子 ど もは いな い。 お とな もそ う。 わが ま

ま が人 を傷 つ けた り自分 を傷 つ けた りす るこ とを体 験 的

に学 びな が らお とな と子 どもの関係 を知 ってい けばい い。

要 は 、現実 に本 人 が どれ だけ 自分 の こと に 自分 で責 任 を

自覚 しなが ら行勤 してる か、 ということ。（天野）

・ 子 ども が活動 にもの す ご く打ち 込 めれ ば、 わが まま にな

る し、 また責 任 も負 うこ とにな る。 子 ども が本当 に や り

たい ことを与 え れ ば、子 どもは 自分 か ら責任 を負 うよ う

にな る。 だ か ら、子 ども を どれ だ け信頼 して仕事 を与 え

られるかが ポイ ン ト。（山田）

・ お となの 側 に子 ども のあ る がま まの 意思 を受 け止 める 許

容 範 囲 ＝肝 要 さ が欠タロしてい る と思 う。子 どもが経 験 的

に学 ぶのを待 ってい られない。（喜多 ）

＜ お となと一緒 に活動 していて 、本音で おとな におねがい し

たい こ と は ？＞

・ い つも 直接 その 場 で言 って いる か ら今 この場 で改 め てい

うべ きことはな い。（複 数）

・ 叱 る ときは 叱 って構 わ ない け ど、ち やん と子 どもの話 を

聞いて欲 しい。（N ． Y ）

・ お とな は子 ども の意 見 を否定 す る ことを 極端 に恐 れ てい

る気がす る。（田森紀 士、子 どもの権利 条約ネ ッ トワー ク）

・ お となへ の不 満 が子 ども にも のす ごくあ る こと を期待 さ

れ て いる 気が す る。不 満 の相手 が いつ も お となだ とは 限

らな い。 子 ども に対 する もの もあ る 。 こうい う質 問 は不

自然 ではな いか。（山田）

こうすれ ば必 ず子 ども参加 が成 功す るとい うノウハ ウはあ

りませ ん。で も、今 回の お とか と子 どもを交 えた意見交流 の

中に多 くの ヒン トがあ った よ うに思 います。（内 田塔 子）

子どもの権 利 条 約 第58 号・ 20 01年 10 月20 日号 ∠』



■l

2 0 0 1年 8 月～ 9月

l

●

N C R C が後援・賛同・協力 し、参加 したイベ ン ト・会合

などを掲載 しています。

l Y F ジャパン・ チル ドレンズアワー募金 による助成 が決定 しま した ！！

この たび、 IY F ジ ャパ ン （国際青少 年育成財団 日本事務局 http ノ／W W W ．iyfn e t－jp ．0「g ／ ）よ り助成を いただ くこと

が決定 しま した （期間 ：2 0 0 1年 7 月 1 日～2 0 0 2 年 6 月 3 1 日ま での 1年 間 助成 額 ：約9 6 万 円）。今 回の 助成で は、

「 子 どもの参加 」 をテー マ に して、 すで に終 了 した第 1期 学習 講座 、来年の 2 月～ 3 月 に予定 して いる第 2 期学 習講座 、

そして学 習講座 を含 めた 「子どもの参カロ」のための C R C ネ ッ トの 活動を まとめた報告書 作成が対 象 とな ってい ます。

C R C ネ ッ トでは 、これ か らも 「子 どもとお となは未 来を つ くるパ ー トナ ー」 とい う基 本理念 のも と に、子 ども 自身

が社会 に参 カロす るた めの力 をつ け、子 ども が社会参 加 しやす い環境 を促進 する ための 活動 を行 って いき ます。今 後 と

も、 ご支援・ ご協力 をお願 いいた します。
●
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A U G U S T

2 木 第 1期学習講座　 第 5 回目打ち合わせ

4 土 第 1期学習講座　 第 5 回目開催

8 水一－1 0 金 「“青少年の参画”アジア会議」参加

（フィリピン ・アンテイボロ市 IY F ＝国際青

少年育成財団＝他主催）

1 5 水 横浜、会議ユース実行委員会

2 1 火 事務局会議

2 2 水 横浜、会議ユース実行委昌会

2 7 月・－2 9 水 ユニセフ子ども ・若者セミナーIN 川崎

S E P T E M B E R

3 月 第4 国運営委員会

1 0 月 1 0 周年イベン ト子ども ・ユース打ち合わせ

1 6 日 1 0 周年イベン ト子ども ・ユース打ち合わせ

2 0 木 横浜会議を成功させる会

2 2 土 1 0 周年イベン ト子ども ・ユース打ち合わせ

2 5 火 横浜会議ユース実行委員会

2 9 土 子どもの権利条例東京市民フォーラム参加


